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招集ご通知

証券コード　5579
2024年６月10日

株　主　各　位
札幌市北区北七条西一丁目１番地２
株 式 会 社  G S I
代表取締役社長 小 沢 隆 徳

【当社ウェブサイト】
https://glue-si.com/ir/stock/meeting/

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/5579/teiji/

【札幌証券取引所ウェブサイト】
https://www.sse.or.jp/listing/list

第20期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第20期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
上げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、
いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、ご確認ください。）

（上記の札幌証券取引所ウェブサイトにアクセスいただき、「上場会社一覧」「サービス業」より当
社を選択いただき、「提出書類一覧」にある「株主総会招集通知等」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）またはインターネットによって事前行使をお願い
申し上げます。お手数ながら株主総会参考書類をご検討の上、３、４頁の議決権行使についてのご案
内に従って、2024年６月25日（火曜日）午後６時30分までに議決権をご行使いただきますようお
願い申し上げます。

敬　具
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招集ご通知

１．日 時 2024年６月26日（水曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）
２．場 所 札幌市中央区南一条西五丁目14番地１

札幌証券取引所　２階　大会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第20期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告、連結計算書

類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第20期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役６名選任の件
第４号議案 取締役の報酬額改定の件

 

記

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(1) 議決権行使書において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものと

してお取り扱いいたします。
(2) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名が代理人として株

主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので
ご了承ください。

(3) ３、４頁に記載の【議決権行使についてのご案内】及び【インターネットによる議決権行使の
ご案内】をご参照ください。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申
しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その
旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたし
ますが、当該書面は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いておりま
す。

連結計算書類の「連結注記表」計算書類の「個別注記表」
したがいまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報
告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
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議決権行使のご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあ
げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出
ください。

次ページの案内に従って、議案の賛否
をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛否
をご表示のうえ、ご返送ください。

日　時 行使期限 行使期限

2024年６月26日（水曜日）
午前10時（受付開始:午前９時30分）

2024年６月25日（火曜日）
午後６時30分入力完了分まで

2024年６月25日（火曜日）
午後６時30分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１、２、４号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第３号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

・インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り
扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとし
てお取り扱いいたします。
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議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行
使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９:00～21:00）
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当事業年度の事業の状況

(2023年4月 1 日から
2024年3月31日まで )
事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響の縮小に伴い、経
済活動が正常化に向かう一方で、資源価格の高騰や物価高に加え、中東地域をめぐる情勢、世
界的な金融引き締めの影響などにより、依然として先行き不透明な状況が続いております。
　一方で当社グループの属する情報サービス産業におきましては、社会のデジタルトランスフ
ォーメーション（DX）に対する需要を背景に、老朽化が懸念される基幹システムの刷新、コ
スト削減や利便性向上に向けたシステムのクラウド化等のニーズが牽引する形で、さまざまな
分野においてIT投資需要は拡大基調が続いております。一方で、慢性的なIT人材不足が深刻で
あり、人材確保面は難しい状況が続きました。
　このような環境のもと、当社グループは、既存顧客との関係維持や満足度の向上を図るとと
もに、新規人材の採用・育成、営業体制の強化による新規顧客の開拓、新規案件の獲得及び既
存案件の追加獲得に注力することに加え、①一般就労が困難な方に就労する機会を提供する国
内子会社（就労継続支援B型事業）の設立、②開発コスト削減および国内エンジニア不足の補
完を目的とした海外子会社（オフショア開発拠点）の設立、③一般社団法人生成AI活用普及協
会（GUGA）法人会員に加入し、AIを積極的に活用し、業務の効率化・生産性向上・コスト
削減を推進、④DX関連の課題解決に幅広く対応するために「DX PARTNER」のサービスを開
始、⑤製造業向けのクラウド型生産管理システム「UM SaaS Cloud」の導入/販売パートナ
ーとなり、収益の多様化・顧客基盤の拡大に向けて事業活動を行ってまいりました。また、社
会課題の取り組みとして、札幌SDGs企業登録制度へ登録し、地域社会・環境の持続的発展に
向けて取り組んでまいりました。
　その結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は4,022,020千円、営業利益は
426,105千円、経常利益は440,218千円、親会社株主に帰属する当期純利益は308,138千円
となりました。
　なお、当連結会計年度は連結計算書類作成初年度であるため、前連結会計年度との比較は行
っておりません。
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当事業年度の事業の状況

　セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。なお、セグメントの売上高について
は、外部顧客への売上高を記載しております。

（システム開発事業）
　新規案件の獲得及び既存案件の追加獲得が堅調に推移し、準委任契約若しくは労働者派遣契
約によるソフトウェア開発及び保守等のソリューションを提供する人員数、一人当たりの平均
単価が増加しました。また、請負契約によるソフトウェア開発の受注も増加しました。
　その結果、売上高は4,020,311千円、営業利益は452,396千円となりました。

（就労支援事業）
　就労継続支援B型事業所を、札幌市西区と東区に2024年2月1日より開所いたしました。順
調に利用定員数に近づいているものの、開所準備に関連する費用が先行したため、利益を押し
下げました。
　その結果、売上高は1,708千円、営業損失は△26,291千円となりました。

② 設備投資の状況
　当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は、32,931千円であります。
　その主なものは、当社札幌本社の内装工事（9,061千円）及び設備の購入（4,373千円）、
並びに子会社である株式会社Career Waysの就労支援事業所の内装工事（14,824千円）、車
両の購入（1,617千円）及び備品の購入（3,056千円）であります。

③ 資金調達の状況
　当社は、運転資金の効率的かつ安定的な資金調達を行うため、取引銀行３行と総額
500,000千円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
　また、当連結会計年度中に、グループの所要資金として、金融機関より長期借入金として
200,000千円の調達を実施しました。
　その他の増資、社債発行等による資金調達は行っておりません。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第 17 期
(2021年３月期)

第 18 期
(2022年３月期)

第 19 期
(2023年３月期)

第 20 期
(当連結会計年度)
(2024年３月期)

売 上 高 (千円) － － － 4,022,020

経 常 利 益 (千円) － － － 440,218

親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 (千円) － － － 308,138

１株当たり当期純利益 (円) － － － 159.70

総 資 産 (千円) － － － 3,206,346

純 資 産 (千円) － － － 2,096,046

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) － － － 1,048.02

区 分 第 17 期
(2021年３月期)

第 18 期
(2022年３月期)

第 19 期
(2023年３月期)

第 20 期
(2024年３月期)

売 上 高 (千円) 2,996,571 3,380,370 3,654,259 4,020,311

経 常 利 益 (千円) 453,797 442,037 435,897 467,351
当 期 純 利 益 (千円) 313,617 302,694 289,852 335,433
１株当たり当期純利益 (円) 185.44 178.51 170.50 173.84

総 資 産 (千円) 1,851,084 2,230,265 2,471,839 3,229,650

純 資 産 (千円) 1,081,016 1,303,834 1,512,048 2,123,586

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 639.20 766.96 889.44 1,061.79

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況
　①企業集団の財産及び損益の状況

（注）当連結会計年度より連結計算書類を作成しておりますので、第19期以前の状況は記載しておりません。

　②当社の財産及び損益の状況

（注）１．１株当たり当期純利益は期中平均発⾏済株式総数に基づいて算出しております。
２．１株当たり純資産額は期末発⾏済株式総数に基づいて算出しております。
３．当社は、2023年１月20⽇開催の当社取締役会の決議に基づき、2023年２月８⽇付で普通株式１株

につき200株の割合で株式分割を⾏っております。第17期の期⾸に当該株式分割が⾏われたと仮定
して１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。
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重要な親会社及び子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決
権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 C a r e e r  W a y s 20,000千円 100％ 就労支援事業

B e  U N I Q U E  I n c . 12,000千PHP 99.99％
(0.01%) ソフトウエア開発、保守サービス事業

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

（注）１．2023年10月５日に、株式会社Career Waysを設立いたしました。
２．2023年10月13日に、Be UNIQUE Inc.を設立いたしました。
３．議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
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対処すべき課題、主要な事業内容

(4) 対処すべき課題
　当社グループにおきましては、以下の事項を主要な課題として認識し、事業展開を図る方針で
あります。

ア. 既存顧客の維持と新規顧客の開拓
　安定的な売上・収益を確保するため、既存顧客とのリレーションシップの強化を図り、新顧
客の開拓を継続的に行ってまいります。

イ. プロジェクトマネジメントの強化
　受託開発の強化に伴い、高品質・高生産性の確保が重要な課題であると認識しております。
　今後のプロジェクトの受託に備えて、管理スキル・技術スキル・問題分析解決スキル・顧客
折衝スキル等のプロジェクトマネジメント力の強化を図っていく必要があると認識しておりま
す。

ウ. 人材（ITエンジニア）の確保及び育成
　技術革新が続く情報サービス産業において安定的成長を維持するため、各サービス提供を支
える優秀な人材（ITエンジニア）を確保することは重要な課題と認識しております。当社が求
める人材（ITエンジニア）の確保に向けた採用と、将来を見据えた人材（ITエンジニア）育成
に積極的に取り組んでまいります。

エ. ビジネスパートナーの維持・拡大
　新規プロジェクト・増員プロジェクト発生時の迅速な体制構築、要員不足の解消、要求スキ
ルに応じた人材（ITエンジニア）提案に向け、ビジネスパートナーの関係維持・拡大を継続的
に行ってまいります。

オ. リスクマネジメントの強化
　社会的責任を遂行する上で、リスク管理は極めて重要であると認識しております。あらゆる
リスクに対して、経営理念・行動規範に則り、会社全体でリスクを共有し、人的・物的な経営
資源損失を最小限にとどめるため、コンプライアンス体制の整備・運用、情報セキュリティ対
策の推進・強化を継続的に行ってまいります。
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対処すべき課題、主要な事業内容

カ. 内部管理体制の強化
　当社グループの事業の成長や業容の拡大に伴い、持続的な発展を実現するために内部管理体
制の充実・強化を不可欠な課題であると認識しており、ステークホルダーからの信頼を築くた
めに、積極的なコーポレート・ガバナンスの取り組みが必要不可欠であると考えております。
　そのため、優れた人材の採用・育成により業務執行体制を強化し、コーポレート・ガバナン
スの効果的な機能を確保するための仕組みを強化・維持してまいります。また、業務の適正性
や財務報告の信頼性を確保するために、内部統制システムの適切な運用および法令遵守を徹底
してまいります。

キ. 財務基盤の安定
　当社グループは、本書提出日現在において、必要になった資金につきましては内部留保及び
営業活動によるキャッシュ・フローで賄っており、財務上の課題はないと判断しております。
　今後も財務上の課題が発生する可能性は低いと考えておりますが、継続的かつ安定的な事業
の拡大を図る上で、手許資金の流動性確保や金融機関との良好な取引関係が重要であると考え
ております。

(5) 主要な事業内容（2024年３月31日現在）

　当社グループは、システム開発事業及び就労支援事業を行っておりますが、各事業の内容は以
下のとおりであります。
①システム開発事業
主に請負契約又は準委任契約若しくは労働者派遣契約により、ソフトウェアの開発や保守等
のソリューションを提供しております。

②就労支援事業
主に就労継続支援Ｂ型事業所の運営を行っております。
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主要な事業所

名 称 所 在 地

札 幌 本 社 札幌市北区

東 京 本 社 東京都新宿区

福 岡 支 社 福岡市博多区

大 阪 支 社 大阪市中央区

仙 台 支 社 仙台市青葉区

株式会社Career  Ways 本社（札幌市北区）、札幌東事業所（札幌市東区）、札幌西事業所（札幌
市西区）

B e  U N I Q U E  I n c . MAKATI CITY,PHILIPPINES

(6) 主要な事業所（2024年３月31日現在）
① 当社

② 子会社
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

事 業 区 分 使 用 人 数

シ ス テ ム 開 発 事 業 478名

就 労 支 援 事 業 5名

全 社 （ 共 通 ） 11名

合 計 494名

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

489名 19名増 31.8歳 4.7年

(7) 使用人の状況（2024年3月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

（注）１．使用人数は就業人員数であり、契約社員、パートは含まれておりません。
２．全社（共通）として記載されている使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属している
ものであります。

３．当連結会計年度より企業集団の使用人の状況を記載しているため、前連結会計年度との比較は行って
おりません。

② 当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業人員数であり、契約社員、パートは含まれておりません。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 北 洋 銀 行 90,000千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 136,669千円

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 113,500千円

株 式 会 社 山 梨 中 央 銀 行 50,000千円

(8) 主要な借入先の状況（2024年３月31日現在）

（注）当社は、今後の事業展開における資金需要へのより柔軟な対応を目的として、機動的かつ安定的な資金調
達を確保するため、2024年３月26日に株式会社北洋銀行と、400,000千円のコミットメントライン契約
を締結しております。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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株式の状況

① 発行可能株式総数 6,800,000株
② 発行済株式の総数 2,000,000株
③ 株主数 613名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 K a m  I n t e r n a t i o n a l 1,560,000株 78.00％

松 井 証 券 株 式 会 社 72,900株 3.65％

小 沢  隆 徳 43,600株 2.18％

泉  直 樹 39,900株 2.00％

桑 畑  幸 一 30,400株 1.52％

G S I 従 業 員 持 株 会 24,400株 1.22％

重 村  尚 史 20,000株 1.00％

小 林  美 幸 13,900株 0.70％

赤 津  知 孝 10,400株 0.52％

尾 本  裕 治 10,000株 0.50％

２. 会社の現況
(1) 株式の状況（2024年3月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）１．2023年６月26日付の公募増資により、発行済み株式の総数は300,000株増加しております。
２．持株比率は、小数点以下第三位を四捨五入して表示しております。
３．自己株式は保有しておりません。

－ 13 －



2024/05/30 12:13:58 / 24119214_株式会社ＧＳＩ_招集通知_電子提供措置用

会社役員の状況

氏 名 地 位 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

工 藤 雅 之 代 表 取 締 役 会 長
株式会社Kam International　代表取締役
株式会社Career Ways　代表取締役社長
Be UNIQUE Inc.　取締役社長

小 沢 隆 徳 代 表 取 締 役 社 長 －

原 田 　 裕 取 締 役 業務管理事業部長

秋 元 忠 史 社 外 取 締 役 リーガル・パートナーズ法律事務所　弁護士

大 　 西 　 登 代 子 社 外 取 締 役 有限会社ボイスオブサッポロ　代表取締役

源 　 俊 宏 常 勤 社 外 監 査 役 －

中 野 友 夫 社 外 監 査 役 －

松 崎 良 佐 社 外 監 査 役 －

(2) 会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2024年３月31日現在）

（注）１. 取締役秋元忠史氏、大西登代子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２. 取締役秋元忠史氏、大西登代子氏は、証券会員制法人札幌証券取引所が定める独立役員の要件を満た

すとともに、同取引所に独立役員として届け出ております。
３. 監査役源俊宏氏、中野友夫氏、松崎良佐氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役でありま

す。
４. 監査役源俊宏氏、中野友夫氏、松崎良佐氏は、証券会員制法人札幌証券取引所が定める独立役員の要

件を満たすとともに、同取引所に独立役員として届け出ております。
５. 取締役の秋元忠史氏は、弁護士としての専門知識や会社法務の経験を有しており、当社の持続的成長

と企業価値の向上を図る観点から、取締役会の意思決定機能や監督機能の強化を期待できるため選任
しております。

６. 取締役の大西登代子氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、講師として各企業の新人
研修、マナーセミナーを行う等幅広く活躍をされており、当社の事業運営への適切な監督・助言が期
待できるため選任しております。

７. 常勤監査役の源俊宏氏は、永年にわたり金融機関に在籍し、複数企業での会社経営及び監査に関する
豊富な経験を有しております。当社の経営意思決定の適正性・妥当性の観点から監査していただける
ものとして選任しております。

８. 監査役の中野友夫氏は、永年にわたり金融機関に在籍し、その経営や金融に関する経験を活かし、客
観的な立場から経営に対し適切な助言をいただくことにより一層のコーポレート・ガバナンスの強化
が図れるものとして選任しております。

９. 監査役の松崎良佐氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の事業運営への適切な
監督・助言を期待できるものとして選任しております。
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会社役員の状況

区 分 報酬等の総額
（千円）

報 酬 等 の 種 別 の 総 額 （ 千 円 ） 対 象 と な る
役員数（名）基 本 報 酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

52,900
（2,400）

47,400
（2,400）

5,500
（－）

－
（－）

5
（2）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

9,810
（9,810）

9,810
（9,810）

－
（－）

－
（－）

3
（3）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

62,710
（12,210）

57,210
（12,210）

5,500
（－）

－
（－）

8
（5）

② 責任限定契約の内容の概要
　取締役秋元忠史氏、取締役大西登代子氏、監査役源俊宏氏、監査役中野友夫氏、監査役
松崎良佐氏は、当社と会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任
を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項の
定める最低限度額としております。

③ 補償契約の内容の概要等
　該当事項はありません。

④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　該当事項はありません。

⑤ 取締役及び監査役の報酬等
ａ. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

　該当事項はありません。
ｂ. 各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針に関する事項

　取締役の報酬額につきましては、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内
で、取締役会が承認した役員規程に基づき、代表取締役社長に委任し、経営成績、財政状
態、同業他社の報酬水準及び各取締役の職務執行状況等を総合的に勘案し、「役員報酬に関
する内規」より決定することにしております。又、監査役の報酬額につきましては、株主総
会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、業務の分担等を勘案し、監査役の協議に
より決定しております。

ｃ. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額等
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会社役員の状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社外取締役 秋 元 忠 史

当事業年度開催の取締役会には、17回中17回（出席率100％）に出席
し、弁護士としての専門的見地から、企業法務に関する重要な議案審議
等に対して、当社から独立した立場で取締役会の意思決定の適法性・妥
当性に関する有用な助言を行っております。また、取締役会の意思決定
や監督機能の強化を担っております。

（注）1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。
2. 取締役の業績連動報酬は、役員賞与とし、取締役の１年間の成果に報いる趣旨で支給する金銭報酬

で、当社の年間の活動の成果である経常利益を指標とし、その達成度等を評価しております。業績指
標として経常利益を選定した理由は、本業以外の収支も含めた経営の正確性を鑑みて選定しておりま
す。支給条件は、当事業年度の経常利益が賞与引当金を計上した上で、経常利益目標を上回った場合
としております。
なお、当事業年度の経常利益目標384,6514千円に対し、467,351千円となりました。

3. 取締役の金銭報酬額は、2023年6月29日開催の第19期定時株主総会において、取締役の賞与を含め
た報酬等の額を年額5,500万円（うち社外取締役分は240万円）と決議しております。当該株主総会
終結時点の取締役の員数は、５名（うち社外取締役２名）であります。

4. 監査役の金銭報酬額は、2022年６月24日開催の第18期定時株主総会において、年額1,044万円以内
と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、３名であります。

5. 取締役会は、代表取締役社長　小沢隆徳に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締
役の担当部門の業績等を踏まえた役員賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、
当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適して
いると判断したためであります。

⑥ 社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

・社外取締役秋元忠史氏は、リーガル・パートナーズ法律事務所の弁護士であります。当社
は、リーガル・パートナーズ法律事務所と法務・労務デューデリジェンス業務に関するコ
ンサル契約を締結しております。

・社外取締役大西登代子氏は、有限会社ボイスオブサッポロの代表取締役であります。当社
と有限会社ボイスオブサッポロとの間には、特別な関係はありません。

②　当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員との親族関係
　該当事項はありません。

③　当事業年度における主な活動状況
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会社役員の状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社外取締役 大　西　登代子

当事業年度開催の取締役会には、17回中14回（出席率82.4％）に出席
し、企業経営やメディア活動に関する豊富な経験と知識から、当社の広
報活動等に対して意見を述べるなど、当社から独立した立場で取締役会
の意思決定の適法性・妥当性に関する有用な助言を行っております。ま
た、当社の事業運営への適切な監督・助言を行っております。

社外監査役 源 　 俊 宏

当事業年度開催の監査役会には、18回中18回（出席率100％）に出席
しております。
当事業年度開催の取締役会には、17回中17回（出席率100％）に出席
し企業経営に関する豊富な経験と知識から意見を述べるなど、当社から
独立した立場で取締役会の意思決定の適法性・妥当性に関する有用な助
言を行っております。また、監査役会において、当社のコンプライアン
ス体制や内部監査等について適宜、必要な発言を行っております。

社外監査役 中 野 友 夫

当事業年度開催の監査役会には、18回中18回（出席率100％）に出席
しております。
当事業年度開催の取締役会には、17回中17回（出席率100％）に出席
し企業経営に関する豊富な経験と知識から意見を述べるなど、当社から
独立した立場で取締役会の意思決定の適法性・妥当性に関する有用な助
言を行っております。また、監査役会において、当社のコンプライアン
ス体制や内部監査等について適宜、必要な発言を行っております。

社外監査役 松 崎 良 佐

当事業年度開催の監査役会には、18回中18回（出席率100％）に出席
しております。
当事業年度開催の取締役会には、17回中17回（出席率100％）に出席
し企業経営に関する豊富な経験と知識から意見を述べるなど、当社から
独立した立場で取締役会の意思決定の適法性・妥当性に関する有用な助
言を行っております。また、監査役会において、当社のコンプライアン
ス体制や内部監査等について適宜、必要な発言を行っております。

（注）上記取締役会の開催回数のほか、取締役会決議があったものとみなす書面決議が5回ありました。
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会計監査人の状況

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 16,700千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 18,200千円

(3) 会計監査人の状況
① 名称 三優監査法人

② 報酬等の額

（注）１. 当社の会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査や金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額はこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が
適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたし
ました。

3. 上記の金額には、2023年3月期における訂正報告書の監査証明業務に係る報酬（1,000千円）を含め
て記載しております。

③ 非監査業務の内容
　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外に、株式上場に係るコ
ンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針
　監査役会は、会計監査人の職務遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の決定をいたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合
は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定し
た監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び理由を
報告します。
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３. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

１. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え
　当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の健全性・透明性・公平
性を高め、監督機能の強化と経営の意思決定の迅速化を図り、コンプライアンスを確保するこ
とをコーポレート・ガバナンス上の最重要課題と位置づけ、コーポレート・ガバナンス体制の
強化・充実に継続的に取組み中長期的に企業価値の向上に努めております。

２. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
　当社は、企業統治の機関設計として、取締役会、監査役会、会計監査人及び内部監査を担う
社長室を設置しております。取締役の監督機能を強化し、意思決定の迅速化を図るため事業部
制を導入するとともに、社外取締役及び社外監査役を設置し、経営の透明性を高めコーポレー
ト・ガバナンスの一層の実効性を高めることを目的としております。
　又、内部統制システムの一翼を担う任意の委員会として、リスク管理・コンプライアンス委
員会を設けております。
　　取締役会は、全取締役５名（社内取締役３名、社外取締役２名）で構成され、毎月１回の
定時取締役会において、法令及び取締役会規程に定められた重要事項を審議・決定するととも
に、担当部門の業務報告を行い、各社内取締役の業務執行状況をチェックする体制が取られて
います。又、重要案件が生じたときは臨時取締役会を開催し、経営に関する意思決定と監督を
行っております。
　監査役会は、社外監査役３名（常勤監査役１名、非常勤監査役２名）で構成され、毎月１回
の監査役会を開催しております。又、各監査役は、取締役会等の重要な会議に出席する他、業
務の適法性や妥当性及び効率性の検証を実施し、会社の内部統制が有効に機能するように努め
ています。
　リスク管理・コンプライアンス委員会は、取締役２名、上席執行役員２名、常勤監査役１名
で構成され、半期１回のリスク管理・コンプライアンス委員会において、事業活動における各
種リスクに対する予防、軽減体制の強化、コンプライアンス意識の維持、向上を図るよう努め
ております。
　当社は、独立した内部監査部門を設置しておりませんが、社長室が内部監査人となり、自己
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の属する社長室を除く当社全部門の内部監査を行っております。なお社長室に対する内部監査
につきましては、社長室以外に所属する者が内部監査人として監査を行うことで自己監査にな
らない体制を採用しております。
　以上の組織にて、経営の監視体制が充分に機能 していることから現状のガバナンス体制を
是として採用しております。

3. 業務の適正を確保するための体制
　当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について
取締役会で決議しており、その基本方針に基づく内部統制システムを整備することにより、適
法かつ効率的に業務を遂行する体制の確立を図ります。この基本方針についても、経営環境の
変化等に対応して定期的に見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に
努めております。その内容は以下の通りです。

（１）業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　① 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制
a. 法令・定款及び社会規範を遵守するためのコンプライアンス研修資料を作成し、全社に

周知・徹底する。
b. コンプライアンス管理規程を制定するとともに、リスク管理・コンプライアンス委員会

を設置し、コンプライアンス体制の構築・維持にあたる。
c. コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向

上を図る。
d. 通報・相談窓口を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。

　② 当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保する体制
a. 関係会社管理規程を制定し、子会社の管理の適正化と強化を図る。
b. 子会社における重要な決定事項を親会社の取締役会に報告させることにより、経営の効

率化を図る。
c. 必要に応じて当社から取締役及び監査役を派遣し、子会社のガバナンス強化を図り、経

営のモニタリングを行う。
d. 内部監査部門は、当社及び子会社の内部監査を実施し、内部統制及びその適正な整備・

運用状況について定期的に把握・評価する。
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　③ 当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a. 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程等に基づき、適切に

保存及び管理を行う。
b. 取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できる。

　④ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a. リスク管理規程を制定し、会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組

織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。
b. リスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対する

予防・軽減体制の強化を図る。
c. 危機発生時には、対策本部を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対

して適切かつ迅速に対処する。

　⑤ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a. 取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程を制定し、取締役の職務及び権限、責任の

明確化を図る。
b. 取締役会を毎月１回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催する。

　⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項及び取締役からの独立性に関する事項

a. 監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役スタッフを任命し、当
該監査業務の補助に当たらせる。

b. 監査役より監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長等の指揮・命令は受
けない。

c. 当該使用人の人事異動及び考課については、監査役の同意を得る。

　⑦ 当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報
告に関する体制及び報告した者が不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

a. 監査役は、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の
報告を求めることができる。

b. 取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事
実を発見したときには、すみやかに監査役に報告する。
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c. 取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合に
は、すみやかに報告する。

d. 取締役及び使用人からの監査役への通報については、通報内容を秘密として保持すると
ともに、当該通報者に対する不利益な取扱いを禁止する。

　⑧ 監査役の職務の執行について生じる費用等の処理に係る方針に関する事項
a. 監査役が、その職務を遂行するために必要と判断したときは、弁護士・公認会計士・税

理士等の専門家に意見を求めることができ、その費用を会社に求めることができる。会
社は、監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことがで
きない。

b. 監査役がその職務の執行について、会社法に基づく費用の前払等の請求をしたときは、
当該請求に係る費用または責務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場
合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

　⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a. 監査役会には、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を確保する。
b. 監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
c. 監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図

る。

　⑩ 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
a. 当社グループは、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、

又、不当な要求には断固としてこれを拒絶する。
b. 当社グループは、反社会的勢力排除に向けた関連規程を整備し、警察・弁護士等の外部

専門機関と連携し組織的に対応する。

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　　当社は上記の内部統制システムの整備を行い、運用状況のモニタリングを実施し、取締役

会がその内容を確認することで必要に応じて社内の諸規程及び業務の見直しを実施し、内部
統制システムの実効性を向上させております。
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　　また、常勤監査役は、監査役監査の他、管理職者の面談や社内の重要な会議への出席等を
通じて、業務執行の状況やコンプライアンスて、業務執行の状況やコンプライアンスに関す
るリスクを監視できる体制を整備しております。

４. 株式会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。

 

５. 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、経営成績・株主資本・配当金額を総合的に勘案した上で、配当性向 30～70%程度且つ
株主資本配当率（DOE）５%以上を目標に、株主の皆様の長期安定的な保有につながるような利
益還元策の実施を基本方針とし、将来的な事業展開及び経営基盤の強化のための内部留保に意を用
いつつ、業績及び配当性向を総合的に勘案して剰余金の配当額を決定しております。内部留保資金
については、事業拡大及び研究開発を目的とした中長期的な事業原資として利用していく予定であ
ります。

（注）本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
契 約 資 産
有 価 証 券
仕 掛 品
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
車 両 運 搬 具
土 地
そ の 他

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

　

2,788,400
2,141,985
434,107
88,562
100,050
9,770
13,924

417,945
257,751
170,328
1,659
77,855
7,907
1,438
1,438

158,755
37,004
82,935
38,815

　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 889,463
買 掛 金 59,498
短 期 借 入 金 50,000
1年以内返済予定の長期借入金 119,332
未 払 費 用 262,669
未 払 法 人 税 等 76,352
契 約 負 債 1,723
賞 与 引 当 金 218,091
役 員 賞 与 引 当 金 5,500
そ の 他 96,295

固 定 負 債 220,836
長 期 借 入 金 220,836

負 債 合 計 1,110,300
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 2,090,431
資 本 金 292,329
資 本 剰 余 金 198,288
利 益 剰 余 金 1,599,814

その他の包括利益累計額 5,614
その他有価証券評価差額金 5,860
為 替 換 算 調 整 勘 定 △245

純 資 産 合 計 2,096,046
資 産 合 計 3,206,346 負 債 純 資 産 合 計 3,206,346

連 結 貸 借 対 照 表
（2024年３月31日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

(2023年４月 1 日から
2024年３月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 4,022,020
売 上 原 価 3,070,811
売 上 総 利 益 951,209
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 525,103
営 業 利 益 426,105
営 業 外 収 益

受 取 利 息 4,190
受 取 配 当 金 225
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,563
投 資 有 価 証 券 評 価 益 15,630
受 取 手 数 料 2,998
助 成 金 収 入 3,526
そ の 他 1,331 29,464

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,266
株 式 交 付 費 3,358
上 場 関 連 費 10,143
そ の 他 583 15,351

経 常 利 益 440,218
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 440,218
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 135,763
法 人 税 等 調 整 額 △3,684 132,079
当 期 純 利 益 308,138
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 －
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 308,138

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2023年４月 1 日から
2024年３月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 106,029 11,988 1,393,675 1,511,692

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 186,300 186,300 372,600

剰 余 金 の 配 当 △102,000 △102,000

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 308,138 308,138

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 連 結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 186,300 186,300 206,138 578,738

当 期 末 残 高 292,329 198,288 1,599,814 2,090,431

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 356 － 356 1,512,048

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 372,600

剰 余 金 の 配 当 △102,000

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 308,138

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 連 結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) 5,504 △245 5,258 5,258

当 期 変 動 額 合 計 5,504 △245 5,258 583,997

当 期 末 残 高 5,860 △245 5,614 2,096,046

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　 産　 の　 部） （負　 債　 の　 部）

流 動 資 産 2,713,765 流 動 負 債 885,226
現 金 及 び 預 金 2,068,395 買 掛 金 59,498
売 掛 金 432,177 短 期 借 入 金 50,000
契 約 資 産 88,562 １年内返済予定の長期借入金 119,332
有 価 証 券 100,050 未 払 金 22,217
仕 掛 品 9,770 未 払 費 用 260,393
前 払 費 用 6,822 未 払 法 人 税 等 76,191
そ の 他 7,987 未 払 消 費 税 等 66,249

固 定 資 産 515,885 契 約 負 債 1,723
有 形 固 定 資 産 239,206 預 り 金 6,816
建 　 　 　 物 153,304 賞 与 引 当 金 217,305
構 　 築 　 物 2,519 役 員 賞 与 引 当 金 5,500
車 両 運 搬 具 312 固 定 負 債 220,836
工具、器具及び備品 5,215 長 期 借 入 金 220,836
土 地 77,855 負 債 合 計 1,106,063

無 形 固 定 資 産 1,438 （ 純  資  産  の  部 ）
ソ フ ト ウ エ ア 1,438 株 主 資 本 2,117,726

投 資 そ の 他 の 資 産 275,239 資 本 金 292,329
投 資 有 価 証 券 37,004 資 本 剰 余 金 198,288
関 係 会 社 株 式 72,518 資 本 準 備 金 198,288
長 期 貸 付 金 50,000 利 益 剰 余 金 1,627,109
繰 延 税 金 資 産 82,935 利 益 準 備 金 14,519
そ の 他 32,780 その他利益剰余金 1,612,589

繰 越 利 益 剰 余 金 1,612,589
評 価 ・ 換 算 差 額 等 5,860

その他有価証券評価差額金 5,860
純 資 産 合 計 2,123,586

資 産 合 計 3,229,650 負 債 ・ 純 資 産 合 計 3,229,650

貸　借　対　照　表
（2024年３月31日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

(2023年４月 1 日から
2024年３月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 4,020,311
売 上 原 価 3,059,421
売 上 総 利 益 960,890
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 508,060
営 業 利 益 452,829
営 業 外 収 益

受 取 利 息 18
有 価 証 券 利 息 4,165
受 取 配 当 金 225
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,563
投 資 有 価 証 券 評 価 益 15,630
受 取 手 数 料 2,998
助 成 金 収 入 3,526
そ の 他 1,338 29,465

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,266
株 式 交 付 費 3,358
上 場 関 連 費 10,143
そ の 他 174 14,943

経 常 利 益 467,351
税 引 前 当 期 純 利 益 467,351
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 135,602
法 人 税 等 調 整 額 △3,684 131,918
当 期 純 利 益 335,433

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(2023年４月 1 日から
2024年３月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

株主資本合計
資 本 準 備 金 資本剰余金合計 利 益 準 備 金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 106,029 11,988 11,988 14,519 1,379,156 1,393,675 1,511,692

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 186,300 186,300 186,300 372,600

剰 余 金 の 配 当 △102,000 △102,000 △102,000

当 期 純 利 益 335,433 335,433 335,433

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 186,300 186,300 186,300 － 233,433 233,433 606,033

当 期 末 残 高 292,329 198,288 198,288 14,519 1,612,589 1,627,109 2,117,726

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 356 356 1,512,048

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 372,600

剰 余 金 の 配 当 △102,000

当 期 純 利 益 335,433

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額) 5,504 5,504 5,504

当 期 変 動 額 合 計 5,504 5,504 611,537

当 期 末 残 高 5,860 5,860 2,123,586

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 岡 島 信 平
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 宇 野 公 之

独立監査人の監査報告書
2024年５月24日

株式会社GSI
取締役会　御中

三優監査法人
札幌事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社GSIの2023年４月１日から2024年３月
31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社GSI及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
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連結計算書類に係る会計監査報告

の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 岡 島 信 平
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 宇 野 公 之

独立監査人の監査報告書
2024年５月24日

株式会社GSI
取締役会　御中

三優監査法人
札幌事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社GSIの2023年４月１日から2024
年３月31日までの第20期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第20期事業年度の取締役の職務
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき協議の上、監査役全員の一致した意見と
して本報告書を作成し、以下の通り監査報告致します。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、組織的な監査による監査の実効性を高めるために、監査役間の意思疎通及び
情報の交換を図りました。
　また、監査役会において監査の運用方針・監査実施計画等を定め、札証上場へ向けた社
内体制の整備及び内部統制システムの構築・運用状況等に関する重点監査項目を設定し、
各監査役が実施した監査の結果及び所見について報告を受けるほか、定期的に行っている
取締役及び執行役員との意見交換を通じてその職務の執行状況についての内容を知り、必
要に応じてその状況説明を求めました。

(2) 各監査役は、年度初めに定めた監査の運用方針・監査実施計画等に従い、取締役・内部監
査部門及び執行役員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び執行役員からその職務の執行状況につ
いての報告を受け、必要に応じてその状況説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本
社及び主要な拠点において業務内容・人事管理及び職場環境等の往査を実施致しまし
た。

② 事業報告に記載されている取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制その他会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則
第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決
議に基づき整備されている内部統制システムについて、以上の監査活動を通じてその構
築及び運用の状況について確認するとともに、取締役及び執行役員から報告及び説明を
求め、意見を表明致しました。
　以上の方法により、第20期事業年度に係る事業報告及び附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書に
ついて検討致しました。

監査役会の監査報告
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監査役会の監査報告

２. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及び附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認められます。

② 取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は、相当であると認められます。
　また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務執行につ
いても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以　上

常勤監査役（社外監査役） 源 　 俊 宏 ㊞
監査役（社外監査役） 中 野 友 夫 ㊞
監査役（社外監査役） 松 崎 良 佐 ㊞

2024年５月27日
株式会社GSI　監査役会

　
以　上
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剰余金の処分の件、定款一部変更の件

株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件
　本件は、株主の皆様への利益還元のため、以下の通り第20期の期末配当及びその剰余金の処分を
実施する件についてご承認願うものです。
期末配当に関する事項
①　配当財産の種類
　金銭とする。
②　配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき53円とし、総額106,000千円とする。
③　剰余金の配当が効力を生じる日
　2024年６月27日とする。

第２号議案 定款一部変更の件
1. 変更の理由
（1）機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の

配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第47条（剰余金
の配当の決定機関）を新設するものであります。

（2）上記変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。
なお、本議案における定款変更については、本総会終結の時をもって効力が発生するものとい
たします。

2. 変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

－ 37 －
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現行定款 変更案
第７章　計算

（事業年度）
第46条　当会社の事業年度は、毎年４月１日か

ら翌年３月31日までの１年とする。

（新　設）

（剰余金の配当の基準日）
第47条　当会社の期末配当の基準日は、毎年３

月31日とする。
２．前項のほか、基準日を定めて剰余金

の配当をすることができる。

（中間配当）
第48条　当会社は、取締役会の決議によって、

毎年９月30日を基準日として中間配
当をすることができる。

（配当金の除斥期間）
第49条　配当財産が金銭である場合は、支払開

始の日から満３年を経過してもなお受
領されないときは、当会社はその支払
の義務を免れる。

第７章　計算

（事業年度）
第46条　（現行どおり）

（剰余金の配当の決定機関）
第47条　当会社は、剰余金の配当等会社法第

459条第１項各号に定める事項につい
ては、法令に別段の定めのある場合を
除き、取締役会の決議によって定める
ことができる。

（剰余金の配当の基準日）
第48条　当会社の期末配当の基準日は、毎年３

月31日とする。
２．前項のほか、基準日を定めて剰余金
の配当をすることができる。

（中間配当）
第49条　当会社は、取締役会の決議によって、

毎年９月30日を基準日として中間配
当をすることができる。

（配当金の除斥期間）
第50条　配当財産が金銭である場合は、支払開

始の日から満３年を経過してもなお受
領されないときは、当会社はその支払
の義務を免れる。

(下線部分は変更箇所を示しております。)
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取締役選任の件、取締役の報酬額改定の件

候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

再任
１

く

工
 

　
 

　
どう

藤
 

　
 

　
まさ

雅
 

　
 

　
ゆき

之
(1975年８月７日)

    2004年    10月 有限会社GLUE SYSTEMS（現　株式会
社GSI）設立

    2004年    10月 当社代表取締役社長　就任
    2022年    6 月 当社代表取締役会長　就任（現任） 1,560,000株

（重要な兼職の状況）
株式会社Kam International代表取締役

【取締役候補者とした理由】
　工藤雅之氏を取締役候補者とした理由は、創業以来、代表取締役として、2022年からは代表取締
役会長として当社の経営を担い、当社グループの強化に注力しており、幅広い経営知識を有してお
り、経営に関する幅広い知見も有しております。取締役就任以降も当社の業績向上及び企業価値向上
に多大に寄与していることから、引き続き取締役候補者として推薦しております。

再任
２

お

小
 

　
 

　
ざわ

沢
 

　
 

　
たか

隆
 

　
 

　
のり

徳
(1979年９月13日)

    2007年    9 月 当社入社
    2014年    12月 当社取締役　就任
    2016年    4 月 当社取締役副社長　就任
    2020年    4 月 当社システム開発事業部長　就任
    2022年    5 月 当社代表取締役社長　就任（現任）

43,600株

【取締役候補者とした理由】
　小沢隆徳氏を取締役候補者とした理由は、入社以来、主としてシステム開発業務を担当しており、
2014年に取締役、2016年に取締役副社長、2022年からは代表取締役社長として当社の経営を担う
とともに、当社グループの強化に注力しており、経営に関する幅広い知見も有しております。豊富な
業務経験と経営に関する幅広い知見を有し、取締役就任以降も当社の業績向上及び企業価値向上に多
大に寄与していることから、引き続き取締役候補者として推薦しております。

第３号議案 取締役６名選任の件
　本件は、当社の取締役全員（５名）が本総会終結の時をもって任期満了となることに伴い、以下の
候補者について、経営体制の強化のため１名増員し、取締役６名の選任をお願いするものです。

－ 39 －
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取締役選任の件、取締役の報酬額改定の件

候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

新任
３

さ

佐
 

　
 

　
とう

藤
 

　
 

　
きみ

公
 

　
 

　
のり

則
(1979年６月５日)

2005年２月 当社入社
2013年４月 当社札幌事業本部第三システム課係長　

就任
2015年４月 当社金融公共システム事業部開発１課課

長補佐　就任
2019年４月 当社札幌本社第１ソリューション本部部

長　就任
2020年４月 当社取締役札幌本部本部長　就任
2022年６月 当社取締役　退任
2022年６月 当社上席執行役員　就任（現任）

4,000株

【取締役候補者とした理由】
　佐藤公則氏を取締役候補者とした理由は、入社以来、主としてシステム開発業務を担当しており、
豊富な業務経験と経営に関する幅広い知見を有し、取締役退任以降も当社の業績向上及び企業価値向
上に多大に寄与していることから、取締役候補者として推薦しております。

再任
４

はら

原
 

　
 

　
だ

田
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
ゆたか

裕
(1979年12月27日)

    2005年    1 月 当社入社
    2018年    1 月 当社管理部課長　就任
    2019年    4 月 当社管理部経理総務課長　就任
    2020年    4 月 当社取締役業務管理事業部長　就任（現

任）

4,000株

【取締役候補者とした理由】
　原田裕氏を取締役候補者とした理由は、入社以来、主として財務管理業務を担当しており、2020
年から取締役業務管理事業部長として当社の経営を担うとともに、当社グループの強化に注力してお
り、経営に関する幅広い知見も有しております。豊富な業務経験と経営に関する幅広い知見を有し、
取締役就任以降も当社の業績向上及び企業価値向上に多大に寄与していることから、引き続き取締役
候補者として推薦しております。

再任
５

おお

大
 

　
 

　
にし

西
 

　
 

　
と

登
 

 
 

 
よ

代
 

 
 

 
こ

子
(1955年６月６日)

    1976年    4 月 札幌テレビ放送株式会社　入社
1989年よりフリー活動に入り、有限会社ボイスオブサ
ッポロを1997年６月設立
    1997年    6 月 有限会社ボイスオブサッポロ　代表取締

役　就任（現任）
    2022年    6 月 当社取締役　就任（現任）

－

（重要な兼職の状況）
有限会社ボイスオブサッポロ　代表取締役

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
　大西登代子氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、講師として各企業の新人研修、
マナーセミナーを行うなど幅広く活躍をされており、当社の事業運営への適切な監督・助言が期待で
きるため推薦しております。

－ 40 －
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候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

新任

６

おお

大
 

　
 

　
にし

西
 

　
 

　
まさ

將
 

　
 

　
ひろ

博
(1979年８月29日)

2000年    4 月 有限会社新都市広告入社
2001年    12月 株式会社ウエス入社
2007年    4 月 株式会社インテリジェンス入社
2009年    4 月 株式会社ミュージックファン入社
2012年    5 月 株式会社ゼロエンターテイメント設

立　代表取締役社長　就任（現任）
2014年    4 月 札幌観光大使　就任（現任）
2019年    12月 北海道伝統文化振興会副会長　就任

（現任）

－

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
　大西將博氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、札幌市を拠点に北海道エリアを中
心としたイベントの企画制作・運営、広告代理店業を推進し、北海道内179市町村の地方自治体・企
業・団体へ観光、音楽、食、スポーツ、SNS関連、テレビ番組制作などの事業を行うなど幅広く活躍
をされており、当社の事業運営への適切な監督・助言が期待できるため推薦しております。

（注）１. 工藤雅之の所有する当社株式は、同氏の資産管理会社である株式会社Kam Internationalが保有する
株式数を記載しております。

２. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
３. 大西登代子氏は社外取締役候補者であり、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結し、当該契約に基づく賠償責任限度額は、
同法第425条第１項に定める最低限度としております。本議案が承認された場合には、当該契約を継
続する予定であります。

４. 大西登代子氏は社外取締役候補者であり、証券会員制法人札幌証券取引所が定める独立役員の要件を
満たすとともに、同取引所に独立役員として届け出ております。

５. 大西登代子氏の当社社外取締役としての在任年数は、本総会の終結の時をもって１年11カ月となり
ます。

６. 大西將博氏は社外取締役の候補者であり、当社は本総会において同氏の選任が承認可決された場合、
同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約
を締結し、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低限度とする予定で
あります。

－ 41 －
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７. 大西將博氏は社外取締役の候補者であり、当社は本総会において同氏の選任が承認可決された場合、
証券会員制法人札幌証券取引所が定める独立役員の要件を満たしておりますので、同取引所に独立役
員として届け出る予定であります。

８. 補償契約及び役員等賠償責任保険契約の締結はしておりません。

第４号議案 取締役の報酬額改定の件
　当社の取締役の報酬額は、2023年6月29日開催の第19期定時株主総会において、取締役の賞与を
含めた報酬総額の限度額を年額5,500万円以内（うち社外取締役分は年額240万円）とご承認いただ
き、現在に至っております。
　この度、取締役の構成、員数の見直し、ならびに経営環境等を勘案し、取締役へ支給する業績連動
報酬である賞与を含めた報酬総額の限度額を年額6,500万円以内（うち社外取締役分は年額300万円
以内）といたしたいと存じます。取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与
は含まないものといたします。本議案は、現在の取締役構成、員数、ならびに同業他社の取締役報酬
額の水準等に鑑みて、相当なものであると判断しております。
　取締役に対する報酬は、株主総会の決議により承認された報酬総額の限度額の範囲内で、取締役会
が承認した「役員規程」に基づき、代表取締役社長に一任し、経営成績、財政状態、同業他社の報酬
水準及び取締役の業務執行状況等を総合的に勘案し、「役員報酬に関する内規」により決定すること
にしております。
　なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役については、固定報酬のみを支給するものと
し、業績連動報酬である賞与は支給いたしません。
報酬の支給対象となる取締役の員数は、第3号議案が原案通り承認可決されますと6名（うち社外取
締役2名）となります。

以　上

－ 42 －
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株主総会会場ご案内図

会場：札幌市中央区南一条西五丁目14番地１
札幌証券取引所　２階　大会議室

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

札幌三越

大通公園

路面電車 西４丁目
コメダ珈琲店

ファミリーマート

札幌三越

北海道
銀行

地下鉄大通駅
３番出口

Ｎ

大通公園

路面電車 西４丁目

札
幌
駅
前
通

札幌証券取引所
札幌市中央区南一条西五丁目

［交通機関］
地下鉄「大通」駅から…３番出口より徒歩約１分
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